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７－６．『給与メニュー』『単独年調メニュー』― データ入力 

１）個人別入力 

１）－１．属性入力  

  年末調整を行うのに必要な属性情報（税表区分など）を入力します。 

 

・「同時年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「2.個人別入力・属性」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「単独年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『単独年調メニュー』－「2.個人別入力・属性」 
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（１）「給与基本」画面 

 

① 雇用形態 

「法定調書合計表（転記用）」の「源泉徴収票を提出するもの」において、「１：役員」

と登録した方を「役員」としてカウントします。「役員」としてカウントしたい方は、

「１：役員」の入力をお願いします。 
 

② 税表区分 

甲欄者（Ａ，Ｂ，Ｃのいずれか）の登録をしている方を、年末調整処理の対象者と

して判断します。甲欄者以外で年末調整「区分」（『給与メニュー』－「２．個人別

入力・属性」「年末調整」）にて「２：年調指示」を登録した場合は年末調整計算を

行います。 

   乙欄者（Ｄ，Ｅのいずれか）の登録をしている方は、『給与支払報告書』の摘要

欄に「普通徴収：他特徴」と自動的に表示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

２ 

４ 

３ 

５ 

６ 
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③寡婦・ひとり親 

 

コード 登録状態 年末調整時のチェック後

０ 非該当 （チェック無し）

１ 寡婦 所得要件の５００万円を超えたら自動的に「０：非該当」として、
（毎月の所得税計算に反映する） 超えていなかったら「一般の寡婦」として年末調整を行います。

２ 寡婦 所得要件の５００万円を超えたら自動的に「０：非該当」として、
（毎月の所得税計算に反映しない） 超えていなかったら「一般の寡婦」として年末調整を行います。

３ 【使用不可】 （使用不可）
旧・特別の寡婦

４ ひとり親 所得要件の５００万円を超えたら自動的に「０：非該当」として、
（毎月の所得税計算に反映する） 超えていなかったら「ひとり親」として年末調整を行います。

５ ひとり親 所得要件の５００万円を超えたら自動的に「０：非該当」として、
（毎月の所得税計算に反映しない） 超えていなかったら「ひとり親」として年末調整を行います。

６ 寡婦 所得税の扶養控除はないが、住民税の扶養控除が受けられる寡婦の方
（住民税のみ該当）

７ ひとり親 所得税の扶養控除はないが、住民税の扶養控除が受けられるひとり親

（住民税のみ該当） の方  

 

寡婦・ひとり親に該当する場合は、以下のフローを参照して「１」、「２」、「４」、「５」

のいずれかをご登録ください。（「３」は 2020年より【使用不可】） 

また、年末調整処理時に、一般の寡婦またはひとり親の所得要件のチェックをおこない、

非該当になった場合も、登録しているコードの変更はいたしません。 

再年末調整の処理時は、年末調整処理結果の訂正入力となりますので所得要件等のチェ

ック後の値に変更しています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当フローチャートの①、②、④、⑤は、画面に登録いただくコードを指しています。 

 

また、所得が 58万円を超え、所得税上の扶養親族とはならないが、退職所得を除く所得

が 58 万円以下で、住民税上の扶養親族となる方がいることで寡婦・ひとり親に該当す

る方は、「６」、「７」をご登録ください。 

（所得税の計算には影響はないが、住民税の計算対象となる） 
 

 

 

       

ひとり親 

寡婦 

１ 

２ 

４ 

５ 
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④市区町村（現在） 

現住所（翌年１月１日現在の住民票住所）の市区町村コードを登録します。『給与支

払報告書』作成時に使用しますので、正しいコードをご登録ください。 

なお、一部の政令指定都市では、実際に住んでいる区ではなく、事業主として住民税

を納める自治体を指定する場合があります。 

例）事業主として横浜市神奈川区に住民税を納める→ 横浜市に住所のある従業員は 

どちらの区に住んでいても「横浜市神奈川区」と登録する。 

 

※eLTAXをご利用のお客様は、「市区町村（現在）」の登録がないと電子申告時に 

エラーになりますのでご登録が必要です。 

未入力の場合、仮処理にてエラーメッセージが表示されますので、 

 １２月年末調整仮処理結果で正しく登録されていることを確認してください。 

 非居住者など源泉徴収票の e-Taxデータは作成するが、給与支払報告書の eLTAX 

データは作成しない場合には、「999999」と登録すると、eLTAX データの作成対象 

となりません。 

 年の途中での年末調整を実施した方で、eLTAXデータの作成対象外としたい場合 

は、年末調整処理までに「999999」に変更してください。 

 

※紙の『給与支払報告書』をご利用いただく場合は「999999」と登録いただいた場

合でも対象者として出力されます。 

 

   ※ 「市区町村（徴収）」は、住民税の納付先市区町村のため変更不要です。 
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＜市区町村コード（現在）確認方法＞ 

「住所・市区町村コード 変更確認リスト」（ 『給与計算』⇒『給与メニュー』－「4.内容確認」－

「チェックリスト出力」）にて、以下の確認をすることができます。 

・「漢字住所」（『人事』－「住所情報」）  

・「市区町村コード（現在）」（『給与』－「給与基本情報」） 

内容を確認し、「市区町村コード（現在）」を変更する必要のある方は、「市区町村コード

（現在）」を変更してください。 

『給与計算』⇒「給与」－「チェックリスト出力」 

 

① 「住所・市区町村コード 変更確認リスト」に☑します。 

② 「作成」ボタンを押下し、「正常終了」するまで「再読込」ボタンを押下します。 

③ 「住所・市区町村コード 変更確認リスト.xlsx」を確認してください。 

※ 「市区町村コード（現在）」を変更した場合は、必ず仮処理を実施してから、 

「住所・市区町村コード 変更確認リスト」を出力してください。 

※ 賞与同時年調処理・単独年末調整処理ご利用のお客様は、賞与／単独年調画面に「住所・市区町

村コード変更確認リスト」がありませんので、給与画面より出力ください。 

※ eLTAX（電子申請）ご利用の場合の政令指定都市の「市区町村コード（現在）」は、提出先の市

区町村コードのままで問題ありません。                         

（例）eLTAX（電子申請）ご利用の場合、横浜市の市区町村コード（現在）は一律で「141003 

ヨコハマシ」です。横浜市磯子区にお住まいの従業員に「141003 ヨコハマシ」と登録すると、

予測値は「141071 イソゴク」のため、不一致で「住所・市区町村コード変更確認リスト」に表

示されますが、「141003 ヨコハマシ」のままで問題ありません。 

① 

③ 
② 
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＜「住所・市区町村コード 変更確認リスト.xlsx」の見方＞ 

 

 
・Ⓐ 給与基本情報（『給与計算』－「給与」）に登録されている「市区町村コード（現

在）」（最新計算処理結果（仮処理含む）） 

・Ⓑ 住所情報（『人事管理』－「人事」）に登録されている翌年１月１日時点の住所 

・Ⓒ Ⓑの郵便番号を元に取得した「市区町村コード_現在（予測値）」 

 

ⒶとⒸとを比較し、差異のある方（ブランクの方も含む）のリストを出力します。 

内容を確認し、「市区町村コード（現在）」を変更してください。 

ただし、政令指定都市の場合、提出先が区ではなく市であるため、「市区町村コード（現 

在）」に市、区どちらのコードが登録されていたとしても、DCSにて電子申告データ（eLTAX） 

のみ自動で市のコードへ付け替えいたします。 

⇒「住所・市区町村コード 変更確認リスト」は、給与基本情報の外部取込レイ 

 アウトになっているため、そのまま「市区町村コード_現在（予測値１）」を 

 「市区町村コード（現在）」に外部取込（次頁（※）外部取込手順 参照）すること

ができます。 

 または、給与基本情報（『給与計算』－「給与」）画面にて直接変更してください。 

 

（例） Ⓐ 「市区町村コード（現在）」に、131130 シブヤク（渋谷区）が登録 

    Ⓑ 住所に、品川区の住所が登録 

 ⇒正しい「市区町村コード（現在）」が 131091シナガワク（品川区）の場合、「住

所・市区町村コード 変更確認リスト」をそのまま外部取込（次頁（※）外部

取込手順 参照）するか、給与基本情報（『給与計算』－「給与」）画面にて

直接変更してください。 

 

（詳細は『給与計算手引書・操作編』－「１２．住所・市区町村コード変更確認リストの 

 確認と市区町村コードの取込方法」参照） 

 

 

Ⓒ 

Ⓐ Ⓑ 

※ 

  次へ 
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（※）外部取込手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①取込ファイル設定 

「追加」ボタンを押下して以下のように設定し、「更新」ボタンを押下します。 

『給与計算』⇒「給与」－「取込ファイル設定」 

・「取込ファイル定義 ID」、「定義名」・・・任意の ID,定義名を設定 

・「取込レイアウト」・・・「PAY001給与基本情報」を選択 

・「取込方法」・・・「更新追加」を選択 

・「ファイル形式」・・・「MS Excelファイル」を選択 

・「ヘッダ」・・・「有」にチェック 

・「 0(ゼロ)とブランクの扱い」・・・「0（ゼロ）は反映、ブランクは無視」を選択 

・「読込開始位置」・・・「2」行目以降を設定 

 

②ファイル取込指示 

 「住所・市区町村コード 変更確認リスト」を①で設定した定義で取込ます。 

 

 

※詳細な操作方法は、『人事メニュー』と同じとなりますので、「７－５．『人事メニュー』  

２）外部取込」をご参照ください。 

①

 
②
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⑤士業区分 

 従業員が給与としての支払を受けている士業者（弁護士・司法書士・税理士など）の場

合、「１：対象」を登録してください。「１：対象」の場合は、課税対象額累計が２５０

万超のとき、税務署提出者と判断します。 

 

⑥所得金額調整控除区分 

 『人事メニュー』「家族情報」画面にて、家族情報を登録している場合は、登録不要で

す。（他社人事システムなどで家族情報を管理している場合などに登録が必要です。）  
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（２）「年末調整」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・年末調整 

① 災害者・外国人 

「災害者」・「外国人」に「１：該当」と登録のある場合、『源泉徴収票』等の「災害者」

欄、「外国人」欄に「＊」を表示します。 

 

② 年調区分 

甲欄者の方であらかじめ年調者に該当しない（11月退職者で 12 月に退職登録をする

等）とわかっている場合などは「１：非年調者」をご登録ください。 

また、甲欄以外の方で年末調整を行いたい場合は「２：年調指示」をご登録すると、

甲欄者として年末調整を行います。 

※  「１：非年調者」「２：年調指示」がある場合には、「税表区分」より優先します。 

※  登録いただいたデータは、次処理に引継いたしませんので、「１：非年調者」「２： 

   年調指示」にしたい場合は年末調整時に再度入力してください。 

 

③ 死亡年月日 

「死亡年月日」を登録すると、『源泉徴収票』等の「死亡退職」欄に「＊」を表示 

します。 

  

１ 

２ 

３ 

５ 
４

６ 

７

 

９

 

８
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④ 普通徴収希望 

 「０ 希望しない」以外を登録すると、『給与支払報告書』の摘要欄に以下のように 
表示をします。また、「普通徴収切替理由書（兼仕切紙）」に選択した理由ごとに 

人数をカウントします。 

コード 普通徴収とする理由 摘要欄への表示 

0 希望しない （特別徴収者） （表示しない） 

1 普通徴収：その他 普通徴収希望（その他） 普通徴収希望 

2 普通徴収：２名以下 総受給者数（専従者・乙欄・退職者等を除いた合

計）が２名以下 

普通徴収：２名以下 

3 普通徴収：他特徴 他の事業所で特別徴収（乙欄該当者など） 普通徴収：他特徴 

4 普通徴収：少額 給与が少なく税額が引ききれない  普通徴収：少額  

5 普通徴収：不定期 給与の支払いが不定期（例：給与の支払いが毎月

でない） 

普通徴収：不定期 

6 普通徴収：専従者 専業専従者（個人事業主のみ対象） 普通徴収：専従者 

7 普通徴収：退職等 退職者又は５月末日までの退職予定者・休職者 普通徴収：退職等 

 ※「０ 希望しない」の場合、税表区分が乙欄は「３ 普通徴収：他特徴」、 

  退職者は「７ 普通徴収：退職等」としてＤＣＳにて自動的に判断します。 

  税表区分が乙欄の場合、上記１～７を選択した場合は選択したものになります。 

  退職者の場合、上記１～７を選択しても「７ 普通徴収：退職等」になります。 

  なお、税表区分が乙欄、かつ退職者の場合は、「７ 普通徴収：退職等」になります。 

 
 
★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 税表区分が「乙欄」と退職者以外は、「普通徴収希望」欄は、お客様でのご入力が必要 

です。 
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⑤ 摘要欄１，摘要欄２ （全角３５文字×２行） 

『人事メニュー』－「摘要欄追加」に入力された内容を引継ぎ、『源泉徴収票』等の摘要

欄に表示します。表示された内容より、優先させて表示させたい内容がある場合は登録

をしてください。 

※  登録いただいたデータは、次処理に引継いたしませんので、来年以降も必要があれ

ば年末調整時に再度入力してください。 

 

『源泉徴収票』等の摘要欄の表示について（全５行） 

１～２行目： 摘要欄１ ＋ 摘要欄２ ＋ 

「支払 XXXXXXXX 社保 XXXXXXXX 源泉 XXXXXXXX を含む」 

       (「業務共通」画面の「(508)中途入社課税累計、(509)中途入社社保累、 

(510)中途入社税金累計」に金額登録があった場合、表示されます） 

３～５行目： 家族情報を次の順にて表示 

［配偶者］ 

・障害者控除のみを受ける同一生計配偶者 

・退職手当等を有する配偶者 

［配偶者以外の扶養親族］ 

     ・所得金額調整控除のみ受けた他の所得者が控除を受ける扶養親族 
（１名のみ表示し２人目以降は表示しない） 

    ・５人目以降の控除対象扶養親族 

      ・５人目以降の１６歳未満の扶養親族 

    ・退職手当等を有する扶養親族 

＜補足＞ 

・『給与支払報告書』（eLTAX）の摘要欄は、④「普通徴収希望とする理由」も表示 

・紙の『源泉徴収票』等の摘要欄３～５行目は、５４文字×３行＝１６２行が上限のため、以降の 

家族情報は表示されないが、以下メッセージが表示される 

   W219：源泉徴収票「摘要」に印刷する親族が欄内に収まらなかったため印刷が途切れています。 

・電子申告用データ（e-Tax/eLTAX）の摘要欄は６５文字が上限のため、以降は設定されない 

 

★年末調整事務サービス(北海道) ☆Web 年末調整事務サービス(北海道)ご利用のお客様 

 摘要欄データは、「摘要欄１」「摘要欄２」（『給与メニュー』－「２．個人別入力・属性」 

「年末調整」）のデータを納品していますので、修正がある場合は「摘要欄１」「摘要欄２」 

を修正してください。「摘要欄追加」画面（『人事メニュー』）は使用しません。 
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・住宅借入金控除 

⑥ 住宅借入金等特別控除額 

従業員様が提出された「住宅借入金等特別控除申告書」の「住宅借入金等特別控除額」

欄の金額をご入力ください。 
 
＊「住宅借入金等特別控除額」の限度額チェックは行いません。 

＊初年度の場合は年末調整ではなく確定申告にて還付を受けます。 

＊翌年１月給与処理時に年調時のデータが表示されていますが、自動でクリアされる

ため、「0」入力は不要です。 

＊当項目「 住宅借入金等特別控除額」に登録がない場合、以下の「居住開始年月日」

等は『源泉徴収票』等に印字されません。 

＜給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 ＞（部分） （この申告書は一例です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦居住開始年月日 

『源泉徴収票』等の「居住開始年月日」に表示します。 

＊住宅借入金等特別控除額に登録がなければ印字されないので、適用期間終了時に 

 クリアする必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住宅借入金等特別控除額」 
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② 

② 
① 

① 

※ 

① 

② 

② 

⑧適用区分 

「住宅借入金等特別控除額」に登録がある場合、『源泉徴収票』等の「住宅借入金等 

特別控除区分」に、以下のように表示します。 
 

＜適用区分の登録方法＞ 

以下①②に該当する項目を「住宅借入金等特別控除申告書」より確認し、適用区分を

登録してください。 

①居住開始年月日欄に「（特定）」または「（特別特定）」または「（特例特別特例）」 

②欄外の「（○○××年中居住者）」の後ろに「・○○○○用」 

 ※旧書式の場合、欄外上部にも適用の内容が記載されています 
 

＜給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 ＞（下部分） （この申告書は一例です） 

  

居住開始が平成30年12月31日以前 

 

 

 

 

 

 

 

居住開始が平成31年01月01日以後 

 

 

 

 

 

 

居住開始が令和04年01月01日以後 

 

 

 

 

 

 

居住開始が令和05年01月01日以後 
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適用

区分 

適  用 ① 

居住開始年月日 

② 源泉徴収票

の表示 

0 適用なし － － 住 

1 一般の住宅借入金等特別控除 

（増改築を含む） 

－ 無し 住 

2 特定増改築等住宅借入金等特別控除 － 特定増改築等住宅借入

金等特別控除用 

増 

3 認定長期優良住宅新築等特別税額控除 － 認定住宅用 or 

長期優良住宅用 

認 

4 東日本大震災による住宅の再取得等に係わ

る住宅借入金等特別控除の特例 

－ 震災再取得等用 震 

A 一般の住宅借入金等特別特定控除(増改築

を含む)の適用があり、特定取得に該当す

る 

（特定） 無し 住特 

B 特定増改築等住宅借入金等特別特定控除の

適用があり、特定取得に該当する 

（特定） 特定増改築等住宅借入

金等特別控除用 

増特 

C 認定長期優良住宅新築等特別税額特定控除

の適用があり、特定取得に該当する 

（特定） 認定住宅用 or 

長期優良住宅用 

認特 

D 一般の住宅借入金等特別特定控除(増改築

を含む)の適用があり、特別特定取得に該

当する 

（特別特定） 無し 住特特 

E 認定長期優良住宅新築等特別税額特定控除

の適用があり、特別特定取得に該当する 

（特別特定） 認定住宅用 or 

長期優良住宅用 

認特特 

F 東日本大震災による住宅の再取得等に係わ

る住宅借入金等特別控除の特例の適用があ

り、特別特定取得に該当する 

（特別特定） 震災再取得等用 震特特 

G 一般の住宅借入金等特別特定控除(増改築

を含む)の適用があり、特例特別特例取得に

該当する 

（特例特別特例) 無し 住特特特 

H 認定長期優良住宅新築等特別税額特定控除

の適用があり、特例特別特例取得に該当す

る 

（特例特別特例) 認定住宅用 or 

長期優良住宅用 

認特特特 

I 東日本大震災による住宅の再取得等に係わ

る住宅借入金等特別控除の特例の適用があ

り、特例特別特例取得に該当する 

（特例特別特例) 震災再取得等用 震特特特 

J 

 

一般の住宅借入金等特別控除の場合（増改

築等を含む）で住宅が特例居住用家屋に該

当する 

－ 特例居住用家屋用 住特家 

K 

 

認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特

別控除の場合で住宅が特例認定住宅等に該

当する 

－ 認定住宅等 

（特例認定住宅等）用 

認特家 

L 

 

震災再取得等の適用を選択した場合で住宅

が特例居住用家屋に該当する 

－ 震災再取得等 

（特例居住用家屋）用 

震特家 
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＊特定取得    ：「住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8％または10％の 

 （特定）     税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等。 

 

＊特別特定取得  ：「住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10％の税率により 

 （特別特定）   課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等。 

 

＊特例取得    ：特別特定取得に係る契約が①居住用家屋の新築又は認定住宅の新築の場合は令和2年 

 （特別特定）   9月30日までの期間、②新築住宅・中古住宅の購入の場合は令和2年11月30日までの 

          期間に締結されているもの。 

 

＊特別特例取得  ：特別特定取得に係る契約が①居住用家屋の新築又は認定住宅の新築の場合は令和2年 

 （特別特定）   10月1日から令和3年9月30日までの期間、②新築住宅・中古住宅の購入の場合は令和2 

          年12月1日から令和3年11月30日までの期間に締結されているもの。 

 

＊特例特別特例取得：特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の 

 （特例特別特例） 住宅の取得等。 

 

 

⑨住宅借入金等年末残高 

 『源泉徴収票』等の「住宅借入金等年末残高」に表示します。 

 適用区分の値が「2：増」（特定増改築等住宅借入金等特別控除）「4：震」（東日本大震災

による住宅の再取得等に係わる住宅借入金等特別控除の特例）の場合、または２以上（※）

の適用を受けた場合は必須入力です。  

 

※２以上の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用に該当する例 

・証明事項の居住開始年月日が２段書きされ、一方に（特定）と記載されている場合 

・証明事項の居住開始年月日に異なる２つの年の日付が記載されている場合 など 
 
＊翌年１月給与処理時に年調時のデータが表示されていますが、自動でクリアされる 

 ため、「0」入力は不要です。 



67 

１）－２．金額入力 

 年末調整に必要な累計の調整、各種保険料等を入力します。 

 

・「同時年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「3.個人別入力・金額」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「単独年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『単独年調メニュー』－「3.個人別入力・金額」 
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（３）「変動指定」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（521）総支給額累計・調整 

（522）課税対象額累計・調整 

（523）社会保険料累計・調整 

（524）所得税累計・調整 

DCS の計算処理以外で支給もしくは控除した場合に、該当する調整項目にそれぞれ

ご登録ください。また、各累計額の調整欄は直前の処理までの累計額に対する加減算

にてご登録ください。（マイナス入力も可能） 

例：以下のように DCS の給与処理とは別に支払った場合、(521)～(524)の登録方法 

【支給】            【控除】               【差引支給額】 

基本給 200,000 円         社会保険 30,000 円    160,000 円 

通勤費  10,000 円（全額非課税）  所得税   20,000 円 

      210,000 円             50,000 円    160,000 円 

(521)～(524)の登録方法 

（521）総支給額累計・調整    ＝  210,000（200,000 + 10,000） 

（522）課税対象額累計・調整   ＝  200,000 

（523）社会保険料累計・調整 ＝ 30,000 

（524）所得税累計・調整   ＝ 20,000 

※ 各累計金額がマイナスの場合は、マイナス金額にて『源泉徴収票』等を作成しますので、

各累計調整欄にてご調整ください。（結果メッセージあり） 
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（４）「業務共通」 

 

 

 

（508）中途入社課税累計 

（509）中途入社社保累計 

（510）中途入社税金累計 

年の途中で入社し、前職の年内所得がある場合に登録が必要な項目です。 

入力いただいた金額は、各累計金額に加算して年末調整を行います。 

（非年調者は加算されません） 

（前職が２つ以上ある場合は、合算して入力ください） 

  登録された金額は、年末調整の対象者の場合『源泉徴収票』の摘要欄に、 

「支払XXXXXXXX社保XXXXXXXX源泉XXXXXXXXを含む」と表示します。 

 

（511）～ (515)、(517) ～（520）、（548）～（550） 

「保険料控除申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書兼 特定親族特別控除

申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記入されている内容をそのまま入力します。

各種保険料項目欄の本年中に支払った保険料とは、「実際に支払った保険等の金額か

ら、分配を受けた剰余金・割戻金を差し引いた金額」です。 

控除額はＤＣＳにて算出します。 

 

※翌年１月給与処理時の前回支給欄に、年調時のデータが表示されていますが、 

 自動でクリアされるため、「0」入力は不要です。 
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・「保険料控除申告書」より入力してください。 

（548）一般の生命保険料・新 

  申告書の一般生命保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ａ欄の数字 

（511）一般の生命保険料・旧 

  申告書の一般生命保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ｂ欄の数字 

（549）介護医療保険料 

  申告書の介護医療保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ｃ欄の数字 

（550）個人年金保険料・新 

  申告書の個人年金保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ｄ欄の数字 

（512）個人年金保険料・旧 

  申告書の個人年金保険料控除欄の本年中に支払った保険料等の金額Ｅ欄の数字 

（513）地震保険料 

  申告書の地震保険料控除欄の地震保険料Ｂ欄の数字 

（514）旧長期損害保険料 

申告書の地震保険料控除の旧長期損害保険料Ｃ欄の数字 

（517）申告社会保険料 

  申告書の「社会保険料控除」「合計(控除額)」欄の本年中に支払った保険料等の金額 

（518）小規模共済掛金 

申告書の「小規模企業共済等掛金控除」「合計(控除額)」欄の本年中に支払った保険

料等の金額 

（519）国民年金保険料等 

 申告書の本年中に支払った「社会保険料控除」の内の「（内）国民年金保険料等の金額」

欄の金額（申告社会保険料(517)の内数を登録） 

 

＜給与所得者の保険料控除申告書＞ 

 

【548】 

【511】 

【549】 

【550】 

【512】 

【513】 

【514】 

【519】 【517】 

【518】 
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・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調

整控除申告書」より入力してください。 

（515）配偶者合計所得 

  配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者控除等申告書の「配偶者の本年

中の合計所得金額の見積額（(１)と(２)の合計額）」欄の金額を入力します。 

・配偶者控除を受ける場合   ･･･ 0円（0の入力は省略可）～580,000円以下 

※家族情報の配偶者の「扶養」が「控除対象扶養親族（控配・年少含む）」になっている 

 ことが前提 

   ・配偶者特別控除を受ける場合 ･･･ 580,001円～1,330,000円以下 

※家族情報の配偶者の「扶養」が「対象外」になっていることが前提 

  配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合は、『源泉徴収票』等の「配偶者の合計所得」
を表示します。（「配偶者の合計所得」が0円の場合はブランクです） 

（520）本人合計所得加算額 

  基礎控除申告書の「(２)給与所得以外の所得の合計額」欄の所得金額（退職所得、 

  利子所得、配当所得など）を入力します。 

  本人合計所得に加算し、基礎控除額・配偶者控除額・配偶者特別控除額を算出します。 

 

入力した（515）配偶者合計所得（520）本人合計所得加算額を使用し、以下登録された

㋑㋺㋩より判断し、配偶者控除・配偶者特別控除の額をDCSにて自動的に算出します。 

㋑「控除対象配偶者」区分（家族情報の配偶者の登録より） 

㋺本人年間所得金額 （＝給与所得控除後の金額+(520)「本人合計所得加算額」） 

㋩ (515)「配偶者合計所得」 

⇒登録された㋑㋺㋩が不一致の場合、結果メッセージを出力します。 

（次頁＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞参照） 

 

＜基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼  

所得金額調整控除申告書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【520】 

【515】 
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＜配偶者控除・配偶者特別控除の結果メッセージ＞ 

 

ｺｰﾄﾞ 

 

結果メッセージ 

㋑「控除対象配偶

者」区分 

(家族情報より) 

㋺本人

年間所

得金額 

㋩ 配偶者

合計所得

(515) 

控 

除 

額 

 

対応方法 

W230 税扶養配偶者が居て本

人所得≦900 万なので

源泉控除対象配偶者の

38 万を控除します。 

A:同一生計 

 

 

 

900 

万以下 

 

 

58 万 

以下 

38 

万 

 

 

 

⇒控除額に問題なければそのままでよい。 

 W231 税扶養配偶者が居て本

人所得≦900 万なので

源泉控除対象配偶者の

48 万を控除します。 

B:同一生計（老人） 48 

万 

W232 

 

 

配偶者控除、配偶者特

別控除ともに０円です

（配偶者所得５８万以

下だが税扶養配偶者で

はない） 

3:源泉（配特）控除対

象 

C:源泉（配特）控除対

象（年調時控除） 

0:非該当（㋩0 円時は結果

メッセージなし） 

1000 万

以下 

58 万 

以下 

 

0 

円 

控除を受ける場合、いずれかの対応が必要 

・扶養なら、家族情報の扶養「対象」に変更、

配偶者控除を受ける。 

・扶養でなく、㋩ 配偶者合計所得(515)に 58

万超～133 万以下を入力、配偶者特別控除を

受ける。 

⇒控除額 0 円でよければそのままでよい。 

W233 配偶者控除、配偶者特

別控除ともに０円です

（配偶者所得５８万超

だが、税扶養配偶者で

ある）  

1:源泉控除対象 

2:源泉（老人）控除対

象 

A:同一生計 

B:同一生計（老人） 

1000 万

以下 

58 万 

超 

0 

円 

控除を受ける場合、いずれかの対応が必要 

・扶養でなく、家族情報の扶養「対象外」に

変更し、配偶者特別控除を受ける。 

・扶養なら、㋩ 配偶者合計所得(515)に 58 万

以下を入力、配偶者控除を受ける。 

⇒控除額 0 円でよければそのままでよい。 

W234 税扶養配偶者が居て

900 万＜本人所得≦

950 万なので配偶者控

除額は 26 万円です。 

1:源泉控除 

対象 

 

 

 

 

900～ 

950 万 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 万 

以下 

26 

万 

 

 

 

 

 

 

 

⇒控除額に問題なければそのままでよい。 

 

W235 税扶養配偶者が居て

900 万＜本人所得≦

950 万なので配偶者控

除額は 32 万円です。 

2:源泉（老人）控除対

象 

 

32 

万 

W236 税扶養配偶者が居て

950 万＜本人所得≦

1000 万なので配偶者

控除額は 13 万円です。 

1:源泉控除対象 

 

 

 

 

950～ 

1000 万 

13 

万 

W237 税扶養配偶者が居て

950 万＜本人所得≦

1000 万なので配偶者

控除額は 16 万円です。 

2:源泉（老人）控除対

象 

 

16 

万 

要

確

認

要

確

認
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◆Web 年末調整申告サービス（自社運用）ご利用のお客様 

＜年末調整仮処理中に Web 申請者の申請データを修正したい場合＞ 

 ※ Web 申請者のデータは「確認」済で「前処理結果ファイル」を取込し「反映完了」

（「締め処理」の処理ステータス）の場合 

※  紙申請者は、人事画面、給与（単独年調）画面のみ修正すればよい 

    （Web 年調画面は修正不要） 

 

「本人情報」「家族情報」の修正方法 

 ・ 人事画面にてデータ修正 

   （👤従業員申請システムご利用のお客様は、従業員より申請⇒承認者にて承認 

することで、人事画面へ翌営業日に反映される） 

   ↓ 

  ・「反映完了」（「締め処理」の処理ステータス）の場合は、Web 年調画面で 

「人事連携（更新）」をすることで「申告書情報管理」へもデータ反映される。 

  （「従業員入力中」（「締め処理」の処理ステータス）の場合は、「反映完了」 

にしてから「人事連携（更新）」を実施） 

 

「保険情報」「配偶者控除等情報」「住宅借入金等特別控除情報」の修正方法 

 ・給与（単独年調）画面にてデータ修正 

 ・Web 年調画面「申告書情報管理」にて同様にデータ修正 

  （「内容確定」済の場合はデータ修正ができないため、「内容確定解除」し、 

データ修正後、再度「内容確定」をする） 

  各種台紙が変更になった場合は「帳票出力指示」より台紙を再出力して、証明書を貼

り替える。（貼り替えが難しい場合は、一緒に保存すればよい） 
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２）外部取込 

 PROSRV お客様サイトよりダウンロードしたエクセルにデータを入力し、外部取込

を行う。 

（１）外部取込ファイルの作成 

PROSRV お客様サイト「各種ドキュメント」-「PROSRV on Cloud」-「書式・フ

ァイル集」-「外部取り込みファイル」よりダウンロードが可能です。 

・「給与系」･･･『給与メニュー』のデータを外部取込したいとき 

・「人事系」･･･『人事メニュー』のデータを外部取込したいとき 

 

                                              ↓ 

 

 

 

 

『PAY012_GyomuKyotsukingakuAll.xlsx』 

・「保険料控除申告書」  

・「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 

兼 所得金額調整控除申告書」 

データの入力をします 

『PAY005_NenmatsuChosei.xlsx』 

・「住宅借入金等特別控除額申告書」 

データの入力をします 
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＜「業務共通」データ作成例＞ 

「業務共通」データを外部取込したい場合、「業務共通金額情報（全項目）」

「PAY012_GyomuKyotsuKingakuAll.xls」をダウンロードし、データを入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘッダーレコードをブランクにして、

列を挿入することもできます。 
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（２）取込ファイル設定 ファイル取込指示 

 

・「同時年末調整」の場合 

『給与計算』⇒『給与メニュー』－「１．作業開始」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「単独年末調整」の場合 

  『給与計算』⇒『単独年調メニュー』－「１．作業開始」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※具体的な操作方法は、『人事メニュー』と同じとなりますので、「７－５．『人事メニュー』  

２）外部取込」をご参照ください。 

  


